
 

Food 法務  第４号（2020 年１０月）  

コロナ禍を理由とする整理解雇の難しさ  

１  はじめに  

2 0 2 0 年 8 月 2 1 日、仙台地方裁判所で 、 コ ロ ナ禍 を理由 とす る整理解雇を無効とす る裁判例が出ま し た 。  

食品 ・飲食業界の経営者の皆様と し ては 、 「 コ ロ ナ禍 を原因 とす る経営不振はやむを得ない 。 し た が っ て 、 コ ロ ナ

禍を理由 とす る整理解雇は当然に認め られ るだ ろ う 。 」 と思われ る方が多いの ではない で し ょ う か 。  

し か し 、 コ ロ ナ禍を理由 とす る整理解雇は、認め られ に く い のが現状です 。  

本コ ラ ムでは 、 コ ロ ナ禍を理由 とす る整理解雇の難し さ に つ いて ご説明します 。  

 

２  整理解雇が認められ るためには  

そ も そ も 、整理解雇とは 、企業の経営上必要と され る人員削減のために行われ る解雇のこ と を いい ま す 。経営不

振な ど を理由に され る こ と が多いですが 、裁判実務上、整理解雇が有効になる場面は厳し く制限され てい ま す 。  

具体的には 、以下の４要素から 、 そ の有効性が判断 されてい ます 。  

・ 人員削減の必要性があ る か  

・ 解雇回避努力義務が果た され ているか  

・ 人選の合理性がある か  

・ 相当な手続を と っ て い る か  

それ ぞれ問題 とな り ま す が 、 コ ロ ナ禍を理由 とす る整理解雇において 、特に重要なのは 「解雇回避努力義務が果

た され ているか 」 の点です 。  

 

３  解雇回避努力義務と雇用調整助成金  

ご存知の と お り 、現在は雇用調整助成金の特例措置によ り 、雇用調整助成金を広 く利用する こ と が で き ま す 。  

整理解雇との関係では 、  

「 解雇は最終手段であ っ て 、経営者は 、 そ の前に一時休業等の解雇回避措置を と り 、雇用を維持しよ う と努力

すべき である 」  



 

「 雇用調整助成金の特例措置を利用すれば 、直ちに解雇をす る こ と な く 、（一定期間は）従業員の雇用を維

持でき る こ と が大半である 」  

と考え られ てい ま す 。  

（どの よ う な解雇回避措置があ り得る のかに ついて は 、 そ の企業の具体的実態を踏ま え て判断すべき ですが 、裁判

では以上のよ う に判断され る こ と が多い で し ょ う 。）  

し た が っ て 、 コ ロ ナ禍を理由に整理解雇を して も 、雇用調整助成金を利用していない場合には 、 「 解雇回避努

力義務を果た して いない 」 と し て 、整理解雇は無効 と なる こ と が多い と予想され てい ます 。  

 

４  仙台地裁の裁判例  

仙台地裁の裁判例は、 タ ク シー会社が運転手である従業員を解雇した事案ですが 、 こ の タ ク シー会社は 、雇用

調整助成金を利用してい ま せんで し た 。  

裁判所は、 「雇用調整助成金を利用すれば 、運転手を休ませて も 、休業手当の大半を支払う こ と が で き たはず

である こ と（解雇回避努力を果た して いない こ と） 」等 を理由 と し て 、整理解雇を無効と判断しま し た 。  

 

５  整理解雇ではな く 、合意退職を検討すべき  

こ の よ う に 、雇用調整助成金を利用でき る現状では 、 それ を利用せずに整理解雇を して も 、無効 とな る リ ス ク が

非常に高い と い え ま す 。  

そ の場合、解雇できない上に 、 そ の従業員と争 っ て い る期間の賃金について も 、全額負担させ られ る可能性す ら

あ り ま す 。  

そ の た め 、経営者の皆様と し ては 、 コ ロ ナ禍を理由にやむを得ず人員削減をす る と い う場合には 、 「 整理解雇 」

（使用者によ る一方的な通知）ではな く 、 「 合意退職 」（従業員との合意）の形で進める こ と が で き る か を検討

するべき で し ょ う 。  

も ち ろ ん 、合意退職の形を と っ て も 、 そ の進め方によ っ て は 、違法 と し て問題にな り え ま す ので 、注意が必要です 。  

 

６  最後に  

以上の とお り 、 や む な く人員削減をす る と し て も 、合意退職の検討を含む慎重な判断が必要です 。  

何かご質問等があ り ま し た ら 、 お気軽にご連絡 く だ さ い 。  

 



 

■  発行元：虎ノ門カ レ ッ ジ法律事務所  弁護士  福原竜一  

【 弁護士によ る食品 ・飲食業界のための法律相談 】  

h t t p s : / / f o o d - h o u m u . j p /  

 

【 虎 ノ門 カ レ ッ ジ法律事務所  W E B サ イ ト 】  

h t t p s : / / w w w . t o r a n o m o n - c o u r a g e . j p /  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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